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は
じ
め
に

　

「
御
用
留
」
と
は
、
大
野
瑞
男
氏
執
筆
に
よ
る
『
国
史
大
辞
典
』
の
「
御
用
留
」

の
項
目
に
よ
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
名
主
・
庄
屋
な
ど
の
村
役
人
が
村
政
執
行
上
必
要
な
文
書
や

諸
事
項
を
書
き
留
め
た
帳
簿
。
都
市
に
お
い
て
も
町
役
人
が
作
成
し
た
。
幕

府
・
諸
藩
の
役
所
に
お
い
て
も
作
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
幕
府
代
官
所
の

御
用
留
が
知
ら
れ
る
が
、
通
常
は
幕
府
右
筆
や
御
用
部
屋
の
日
記
、
藩
の
家

老
や
奉
行
所
日
記
の
よ
う
に
御
用
日
記
の
体
裁
を
と
る
も
の
が
多
い
。
村
方

の
御
用
留
は
、
領
主
・
代
官
か
ら
下
達
さ
れ
た
触
書
・
廻
状
や
達
書
・
申
達

書
・
差
紙
な
ど
と
、
村
方
か
ら
上
申
し
た
願
届
書
、
近
村
役
人
と
の
相
互
文

書
を
控
え
と
し
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
記
形
態
の
御
用
日
記
も
あ

る
。
ま
た
下
達
文
書
の
み
を
記
録
し
た
御
触
留
・
廻
状
留
な
ど
、
上
申
文
書

の
み
を
記
録
し
た
願
届
書
留
な
ど
は
御
用
留
が
分
化
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら

も
御
用
留
と
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
（
後
略
）

1

　

こ
の
よ
う
に
、
御
用
留
と
は
近
世
の
地
域
社
会
に
起
こ
っ
た
様
々
な
出
来
事
や
、

領
主
層
か
ら
出
さ
れ
た
触
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
日
本
近
世
史
研
究
に

お
い
て
は
、
御
用
留
の
有
無
が
、
そ
の
地
域
を
研
究
対
象
と
す
る
か
ど
う
か
の
一

つ
の
指
標
と
な
り
得
る
。

本
稿
で
対
象
と
す
る
丹
後
国
の
範
囲
に
お
い
て
も
多
く
の
御
用
留
が
残
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
目
録
の
公
開
が
進
ん
で
お
ら
ず

2

、
そ
の
存
在
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
前
半
で
は
現
在
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
丹
後

国
の
御
用
留
に
つ
い
て
一
覧
に
し
、
御
用
留
が
含
ま
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
文
書

群
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
示
す
。

ま
た
、
籠
橋
俊
光
氏
は
、
森
安
彦
氏
ら
の
研
究

3

を
ふ
ま
え
、
こ
れ
ま
で
の
近

世
史
研
究
で
御
用
留
は
、
特
定
の
テ
ー
マ
に
関
わ
る
内
容
を
部
分
的
に
抽
出
し
た

分
析
に
使
わ
れ
て
き
た
が
、
文
書
学
的
な
分
析
も
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

4

。

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
後
半
で
は
丹
後
国
の
御
用
留
に
つ
い
て
、
記
述
さ
れ
る
内
容
や

形
状
の
検
討
な
ど
、
若
干
の
文
書
学
的
分
析
を
お
こ
な
う
。

一　

御
用
留
の
所
在

　

『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
に
よ
る
と
、
幕
末
段
階
の
丹
後
国
の
村
数
は
、
郡
別
に

熊
野
郡
五
三
村
、
竹
野
郡
七
六
村
、
中
郡
三
七
村
（
峰
山
町
含
む
）
、
与
謝
郡

九
四
村
（
加
悦
町
・
上
司
町
含
む
）
、
加
佐
郡
一
五
二
村
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、

田
辺
城
（
舞
鶴
市
）
と
宮
津
城
（
宮
津
市
）
の
城
下
町
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
。
丹
後

丹
後
国
の
御
用
留

稲
穂 

将
士



165 164

国
の
「
御
用
留
」
は
こ
の
範
囲
内
で
作
成
さ
れ
、
確
認
で
き
た
も
の
を
一
覧
に
し

た
も
の
が
【
表
】
で
あ
る
。

【
表
】
の
「
分
類
」
欄
は
、
文
書
群
の
伝
来
に
よ
っ
て
分
類
し
て
い
る
。
区
有

文
書
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、「
区
有
（
村
）
」
と
「
区
有
（
町
）
」

に
分
類
し
た
。
ま
た
、
各
家
に
伝
来
し
た
文
書
は
、
そ
の
家
が
勤
め
て
い
た
役
職

を
示
し
た
。
こ
の
分
類
の
中
で
特
殊
な
も
の
は
、
久
美
浜
代
官
所
領
の
郡
中
代
が

作
成
し
た
「
神
谷
太
刀
宮
文
書
」
の
御
用
留
と
、
宮
津
藩
の
民
政
担
当
の
記
録
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
宮
津
藩
政
記
録
」
の
「
〔
臨
時
留
〕
」

5

と
表
題
が
付

さ
れ
た
文
書
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
丹
後
国
の
御
用
留
を
一
覧
に
し
て
み

る
と
、
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
、
作
成
主
体
が
多
様
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　

木
村
礎
氏
が
『
新
版
郷
土
史
辞
典
』
に
お
い
て
「
享
保
期
以
降
、
触
書
・
廻
状

が
頻
発
さ
れ
る
に
従
い
「
御
用
留
」
は
一
般
化
し
た
」

6

と
し
て
い
る
。
丹
後
の

御
用
留
も
、
十
九
世
紀
中
頃
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、「
亀

島
区
有
文
書
」
の
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
の
年
紀
が
あ
る
「
〔
留
書
帳
〕
」

7

が
丹
後
で
は
最
も
古
い
。
「
亀
島
区
有
文
書
」
は
、
与
謝
郡
亀
島
村
（
現
伊
根
町
）

の
近
世
か
ら
近
代
に
わ
た
る
約
二
五
〇
〇
点
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
の
大
半
は

鰤
漁
は
じ
め
漁
業
関
係
の
文
書
で
、
「
〔
留
書
帳
〕
」
の
冒
頭
も
鰤
の
大
漁
に
関
す
る

記
事
で
始
ま
る
。

　

郡
単
位
で
み
る
と
加
佐
郡
の
御
用
留
が
現
在
最
も
多
く
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
加
佐
郡
の
近
世
村
の
数
が
最
も
多
い
こ
と
と
、
註
２
で
示
し
た
目
録
の
公

開
状
況
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
書
群
単
位
で
そ
の
数
量
を
見
る

と
、
加
佐
郡
上
安
久
村
（
現
舞
鶴
市
）
の
「
安
久
家
文
書
」
の
八
三
冊
が
最
も
多

く
、
田
辺
城
下
竹
屋
町
（
現
舞
鶴
市
）
の
「
竹
屋
町
文
書
」
の
三
七
冊
、
熊
野
郡

久
美
浜
村
（
現
京
丹
後
市
久
美
浜
町
）
の
「
太
刀
宮
文
書
」
の
三
六
冊
と
続
く
。

　

「
安
久
家
文
書
」
は
上
安
久
村
で
庄
屋
を
務
め
た
家
の
約
一
六
〇
〇
〇
点
の
古

文
書
群
で
あ
る
。
ま
た
、
安
久
家
は
大
庄
屋
も
務
め
て
お
り
、
上
安
久
村
以
外
の

訴
訟
に
関
す
る
文
書
や
大
庄
屋
の
役
用
日
記
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
、
竹
野
郡
徳
光
村
（
現
京
丹
後
市
丹
後
町
）
の
「
永
島
家
文
書
」
の
御

用
留
も
二
三
冊
を
数
え
、
宮
津
藩
領
の
中
で
は
最
も
ま
と
ま
っ
て
御
用
留
が
残
っ

て
い
る
。「
永
島
家
文
書
」は
約
八
五
〇
〇
点
の
文
書
群
で
あ
る
が
、
同
家
も
庄
屋
・

大
庄
屋
を
務
め
た
家
で
あ
り
、
大
庄
屋
組
内
の
村
々
の
相
論
に
関
す
る
文
書
が
含

ま
れ
、
宮
津
藩
領
の
在
地
を
考
え
る
上
で
重
要
な
文
書
群
で
あ
る
。
ま
た
、
幕
末

期
の
藩
主
の
動
向
を
記
し
た
書
状
類
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

二　

丹
後
の
御
用
留
の
特
徴

　

文
書
学
的
視
角
か
ら
御
用
留
を
分
析
し
た
森
安
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
御
用
留
の
性

格
は
左
の
よ
う
に
抽
出
で
き
る
と
し
、
③
の
必
要
性
か
ら
御
用
留
が
作
成
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
①
と
な
り
、
付
随
的
に
②
が
記
録
さ
れ
て
い
っ
た
と
し

て
い
る
。

8

 ①

領
主
か
ら
の
触
書
・
廻
状
・「
御
用
」

9

等
に
つ
い
て
書
き
留
め
た
も
の
。

 ②

そ
の
他
に
、
村
内
か
ら
願
書
・
届
書
・
近
村
役
人
と
の
相
互
文
書
を

控
え
と
し
て
記
録
し
た
も
の
。

 ③

廻
状
形
式
に
よ
っ
て
村
に
伝
達
さ
れ
た
触
書
・「
御
用
」
を
一
読
し
て
、

隣
村
に
回
す
に
際
し
て
、
そ
の
控
え
と
し
て
記
録
し
た
も
の
。

　

文
書
学
的
な
観
点
か
ら
丹
後
の
御
用
留
に
つ
い
て
言
及
す
る
な
ら
ば
、
田
辺
（
舞
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鶴
）
藩
領
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
そ
れ
以
外
で
形
状
が
異
な
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
田
辺
藩
領
で
作
成
さ
れ
る
御
用
留
は
、「
藤
田
家
文
書
」で
は
「
御

用
廻
り
状
日
記
帳
」
、「
安
久
家
文
書
」
で
は
「
御
用
触
付
帳
」
、「
平
野
屋
町
文
書
」

や
「
金
村
家
文
書
」
で
は
「
御
用
御
触
書
留
」
な
ど
と
表
題
が
付
さ
れ
る
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
状
は
横
帳
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
森
氏
の
分
類
①
に
あ
て
は

ま
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
一
部
例
外
も
あ
り
、
「
竹
屋
町
文
書
」
に
は
①

②
の
内
容
を
含
む
竪
帳
の
御
用
留
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
田
辺
藩
領
以
外
で
作
成
さ
れ
る
、
「
永
島
家
文
書
」
の
「
御
用
手
扣
帳
」

（
宮
津
藩
領
）
、「
神
谷
太
刀
宮
文
書
」
の
「
御
用
留
」
（
幕
府
直
轄
領
）
、「
京
丹
後

市
立
峰
山
図
書
館
所
蔵
文
書
」
の
「
御
用
諸
色
之
控
」
（
峯
山
藩
領
陣
屋
町
）
な

ど
の
表
題
が
付
さ
れ
る
御
用
留
は
、
全
て
が
竪
帳
形
式
で
内
容
は
①
②
と
な
っ
て

い
る
。

な
お
、
宮
津
城
下
町
の
「
三
上
家
文
書
」
に
は
同
文
書
の
目
録
に
お
い
て
、「
〔
触
〕

（
○
○
通
）
」（
※
○
○
は
数
字
）
と
あ
る
文
書
が
二
三
点
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、

宮
津
藩
の
「
町
役
所
」
や
名
主
が
各
町
に
発
給
し
た
触
な
ど
を
紙
縒
り
で
綴
じ
た

も
の
で
、
少
な
い
も
の
で
八
通
、
多
い
も
の
で
は
七
九
通
を
綴
じ
て
い
る
。
例
え

ば
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
の
「
〔
触
〕
」

10

に
は
「
文
政
十
年
亥
八
月
金
兵
衛
名

主
役 

被
仰
付
、
右
亥
八
月
ゟ
子
十
二
月
迄
之 

御
触
書
之
」
と
あ
り
、
町
の
名
主

役
を
務
め
て
い
た
時
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宮
津
城
下
は
、

六
幹
町
（
本
町
・
魚
屋
町
・
万
町
・
職
人
町
・
白
柏
町
・
川
向
町
）
の
元
に
複
数

の
枝
町
が
町
組
と
し
て
組
織
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
組
に
名
主
一
人
、
組
頭
十
数

人
が
配
置
さ
れ
、
各
町
組
の
住
民
を
治
め
て
い
た

11

。
こ
の
「
名
主
」
と
し
て
作

成
さ
れ
た
も
の
が
、
「
〔
触
〕
」
で
あ
り
、
綴
じ
ら
れ
て
い
る
文
書
が
正
本
か
写
し

か
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
①
と
い
え
る
が
、
三
上
家
は
町
組
の
触
元
と
い
え

る
の
で
森
氏
の
分
類
と
は
別
の
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

籠
橋
氏
は
「
御
用
留
の
分
析
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
作
成
し
た
役
職
の
御
用
の
内

容
が
明
確
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
御
用
の
実
現
過
程
や
シ
ス
テ
ム
、
機
能
に
ま
で

分
析
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
御
用
と
し
て
何
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ

に
対
し
て
い
か
に
対
応
し
、
そ
の
御
用
を
果
た
す
こ
と
が
村
あ
る
い
は
地
域
に
と

っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
る

だ
ろ
う

12

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
丹
後
国
内
で
も
田

辺
藩
領
と
そ
れ
以
外
で
、
御
用
留
の
形
状
や
記
述
さ
れ
る
内
容
が
異
な
る
と
い
う

点
は
、
何
か
大
き
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る

13

。
後
考
を
俟
ち
た
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
丹
後
の
御
用
留
に
つ
い
て
、
そ
の
分
布
を
示
し
、
文
書
学
的
な
観
点

か
ら
若
干
の
分
析
を
試
み
た
。
紙
幅
の
都
合
上
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
最
後
に
筆
者
の
関
心
で
は
あ
る
が
、
興
味

深
い
触
を
ひ
と
つ
紹
介
し
て
お
く
。

【
史
料
】
天
保
十
四
年
「
御
触
書
留
扣
」
（
「
平
野
屋
町
文
書
」
（
舞
鶴
市
）
五—

七
）

一
由
良
・
神
崎
辺
の
も
の
并
吉
原
町
・
猟
船
町
方
船
乗
之
も
の
者
、
平
生
海
上

江
出
候
も
の
ニ
候
得
者
、
常
々
心
を
付
老
人
嶋
沖
ニ
而
小
船
た
り
と
も
、
不

見
馴
船
見
受
候
者
、
早
々
漕
戻
り
、
是
又
郡
奉
行
役
所
へ
可
申
出
候
、
惣
而

船
乗
之
も
の
、
何
国
之
沖
ニ
而
も
異
国
船
々
見
受
候
哉
、
又
者
風
説
等
承
候

者
、
其
始
末
厳
敷
郡
役
所
江
可
申
出
候
、
且
異
国
船
ニ
邪
し
ミ
候
儀
者
前
々

ゟ
御
法
度
之
儀
ニ
候
得
者
、
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兼
而
其
旨
相
心
得
可
申
候
、
右
之
趣
心
得
違
於
有
之
者
、
厳
敷
御
咎
可
被
仰

付
候
間
、
役
人
共
者
勿
論
、
末
々
之
も
の
へ
急
度
可
申
付
候
、
右
之
通
可
被

相
触
候
、

　
　

四
月

　

こ
れ
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
七
月
二
十
二
日
に
幕
府
か
ら
全
国
津
々
浦
々

に
向
け
て
出
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
薪
水
給
与
令
」

14

を
受
け
、
翌
年
四
月
十
三
日

に
田
辺
藩
領
に
出
さ
れ
た
触
で
あ
る
。
引
用
箇
所
の
前
に
は
、
全
国
に
出
さ
れ
た
「
薪

水
給
与
令
」
の
文
面
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
触
は
「
安
久
家
文
書
」

15

の
御

用
留
に
も
確
認
で
き
る
。

幕
府
か
ら
出
さ
れ
た
触
が
、
ど
の
よ
う
に
各
藩
領
に
伝
わ
り
、
ま
た
、
ど
の
よ

う
な
内
容
で
施
行
さ
れ
た
の
か
を
知
る
好
個
の
素
材
で
あ
る
。
な
お
、
宮
津
藩
領

の
御
用
留
に
は
同
様
の
触
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
触
は
田
辺
藩
独
自

の
触
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
丹
後
の
御
用
留
は
多
様
な
論
点
を
含
む
史
料
で

あ
る
。
本
稿
が
今
後
の
研
究
の
足
が
か
り
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
謝
辞
】
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
山
田
洋
一
・
小
室
智
子
両
氏
に
丹
後
の
御
用

留
に
関
す
る
情
報
を
多
く
提
供
い
た
だ
い
た
。こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

【
註
】

1
国
史
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
六
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
五
年
）
、
五
〇
頁
。

2
丹
後
国
の
う
ち
現
在
の
舞
鶴
市
域
で
は
、
菅
原
憲
二
氏
が
指
導
さ
れ
て
い
た
千

葉
大
学
の
学
生
や
舞
鶴
地
方
史
研
究
会
な
ど
地
域
の
方
々
と
共
に
、
長
年
古
文

書
調
査
を
実
施
さ
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
古
文
書
目
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
菅

原
憲
二
編
『
丹
後
国
田
辺
城
下
竹
屋
町
文
書
目
録
』
（
千
葉
大
学
文
学
部
史
学

科
菅
原
研
究
室
、
二
〇
一
一
年
な
ど
）
。
近
年
で
は
京
都
府
立
大
学
地
域
貢
献

型
特
別
研
究
（A

C
T
R

）
の
調
査
に
よ
る
目
録
の
公
開
も
進
ん
で
い
る
（
東
昇
編
『
舞

鶴
の
地
域
連
携
と
世
代
間
交
流　

井
上
奥
本
家
文
書
調
査
報
告
』
（
京
都
府
立

大
学
文
学
部
歴
史
学
科
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
）
。
一
方
、
舞
鶴
市
域
以
外
で
は
、

二
〇
〇
八
年
に
久
美
浜
の
稲
葉
家
文
書
の
目
録
（
京
丹
後
市
教
育
委
員
会
編
『
稲

葉
家
資
料
調
査
報
告
書
』
第
一
〜
四
分
冊
）
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
目
録
の
公
開

が
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
他
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
丹
後
国
関
係
の
文
書
群
に
つ
い
て
は
、
同
館
の
「
京
の
記
憶
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
」

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
r
c
h
i
v
e
s
.
k
y
o
t
o
.
j
p

、
二
〇
二
二
年
七
月
十
二
日
最
終
閲
覧
）

で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
同
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
参
考
情
報
に
「
京
都

府
内
町
村
別
資
料
所
在
情
報
」
が
あ
り
、
丹
後
の
町
村
別
に
公
開
さ
れ
て
い
る

資
料
を
検
索
で
き
る
。

 

筆
者
が
所
属
す
る
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
に
お
い
て
は
、
京
都
府
立
丹
後

郷
土
資
料
館
編
『
丹
後
国
加
佐
郡
上
安
久
村
安
久
家
文
書
目
録
』
（
二
〇
〇
七

年
）
を
刊
行
し
て
以
降
、
独
自
で
目
録
の
公
開
が
で
き
て
い
な
い
（
安
久
家
文

書
目
録
に
つ
い
て
も
続
刊
は
菅
原
氏
の
ご
尽
力
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
）
。

自
戒
の
念
も
込
め
て
こ
こ
に
書
き
記
し
て
お
く
。

3
森
安
彦
「
「
御
用
留
」
の
性
格
と
内
容
（
一
）
〜
（
八
）
」（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』

一
九
～
二
七
号
、
一
九
九
一
〜
一
九
九
六
年
）
。

4
籠
橋
俊
光
「
御
用
留
に
見
る
水
戸
藩
大
山
守
・
山
横
目
の
御
用
」
（
同
『
近
世

藩
領
の
地
域
社
会
と
行
政
』
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
一
九
九
七

年
）
）
、
二
〇
頁
。
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5
宮
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
宮
津
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
（
宮
津
市
役
所
、

一
九
九
七
年
）
、
一
九
〜
二
〇
頁
。

6
大
塚
史
学
会
編
『
新
版
郷
土
史
辞
典
』（
朝
倉
書
店
、
一
九
六
九
年
）
、
二
一
四
頁
。

7
「
亀
島
区
有
文
書
」
Ａ
六—

二
（
目
録
番
号
に
つ
い
て
は
、
京
都
府
教
育
委
員
会
・

京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
編
『
丹
後
漁
業
関
係
古
文
書
目
録
』
（
丹
後
郷
土

資
料
館
友
の
会
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
）
。

8
前
掲
註
３
森
論
文
（
一
）
、
四
〜
五
頁
。

9
森
氏
は
「
御
用
」
と
は
、
「
農
民
に
背
負
わ
さ
れ
た
諸
負
担
の
こ
と
」
（
前
掲
註

３
森
論
文
（
一
）
、
八
頁
）
と
し
て
い
る
。

10
「
元
結
屋
三
上
家
文
書
」
第
三
箱—

Ａ
三—
一
（
目
録
番
号
に
つ
い
て
は
、
京
都

府
教
育
委
員
会
編
『
京
都
府
古
文
書
調
査
報
告
書　

丹
後
国
与
謝
郡
宮
津
元
結

屋
三
上
家
古
文
書
目
録
』
（
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
）
。

11
宮
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
宮
津
市
史
』
本
文
編
下
巻
（
宮
津
市
役
所
、
二

〇
〇
四
年
）
、
七
二
〜
七
三
頁
。

12
前
掲
註
４
籠
橋
論
文
、
二
一
頁
。

13
こ
の
点
に
つ
い
て
見
通
し
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
丹
後
国
内
に
お
け
る
所
領
配
置

が
大
き
く
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
田
辺
藩
領
が
加
佐
郡
の
ほ
と
ん
ど
を
一
円

支
配
し
て
い
た
の
に
対
し
、
そ
の
他
四
郡
は
宮
津
藩
・
峰
山
藩
・
幕
府
領
（
時

に
は
出
石
藩
・
豊
岡
藩
領
も
）
が
入
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
が
大
き

い
と
考
え
て
い
る
。
丹
後
国
の
所
領
の
有
り
様
に
つ
い
て
は
山
田
洋
一
「
丹
後

国
の
ま
と
ま
り
と
「
徳
川
領
国
」
―
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
て
」
（
上
田
純

一
編
『
丹
後
地
域
史
へ
の
い
ざ
な
い
』
思
文
閣
出
版 

、
二
〇
〇
七
年
所
収
）

を
参
照
の
こ
と
。 

14
「
天
保
雑
記
」
巻
五
〇
（
閲
覧
に
は
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
d
i
g
i
t
a
l
.
a
r
c
h
i
v
e
s
.
g
o
.
j
p

、
二
〇
二
二
年
七
月
二
十
三
日

最
終
閲
覧
）
を
利
用
し
た
。

15
「
御
用
触
留
日
記
」
（
「
安
久
家
文
書
」
真
下
一—

Ⅲ—

三
（
文
書
番
号
は
前
掲
註

２
『
丹
後
国
加
佐
郡
上
安
久
村
安
久
家
文
書
目
録
』
に
よ
る
）
。
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郡名 村名・町
名

文書群名 文書群分類 冊数 年代 領主 所蔵

加佐郡 大波村 荒木家文書 庄屋 16 安政３年（1856）〜明治７年（1874）田辺藩 舞鶴市 
（舞郷保管）

加佐郡 餘部上村 井上奥本家文
書

庄屋 2 文久元年（1861）〜文久３年（1863）田辺藩 個人蔵

加佐郡 溝尻村 木船衛門家文
書

庄屋・大庄屋 1 文久３年（1863） 田辺藩 個人蔵 
（丹資寄託）

加佐郡 餘部下村 布川家文書 庄屋 5 元治２年（1865）〜明治４年（1871）田辺藩 舞鶴市 
（舞郷保管）

加佐郡 伊佐津村 藤田家文書 庄屋 33 文化 12 年（1817）〜明治８年（1875）田辺藩 舞鶴市 
（舞郷保管）

加佐郡 伊佐津村 川北家文書 庄屋 4 寛政５年（1793）〜天保３年（1832）田辺藩 歴彩館蔵

加佐郡 小倉村 行永家文書 庄屋・大庄屋 1 弘化３年（1846） 田辺藩 個人蔵 
（舞郷寄託）

加佐郡 竹屋町 金村家文書 町年寄 8 万延元年（1860）〜慶応４年（1868）田辺藩 個人蔵

加佐郡 竹屋町 竹屋町文書 区有（町） 37 寛保３年（1743）〜嘉永４年（1851）田辺藩 竹屋自治会蔵

加佐郡 平野屋町 平野屋町文書 区有（町） 20 万延元年（1860）〜明治 2年（1869）田辺藩 平野屋自治会
蔵

加佐郡 上安久村 安久家文書 庄屋・大庄屋 81 安永７年（1778）〜明治６年（1873）田辺藩 個人蔵 
（丹資寄託）

加佐郡 岡田中村 上野家文書 庄屋・大庄屋 18 寛政４年（1792）〜慶応３年（1867）田辺藩 歴彩館蔵

加佐郡 北原村 北原区有文書 区有（村） 1 寛政 2年（1790） 宮津藩 北原区蔵

加佐郡 河守村 町教委所蔵文
書

庄屋 9 文政 11 年（1828）〜明治３年（1870）宮津藩 福知山市蔵

加佐郡 仏性寺村 岩松家文書 庄屋 1 文政 12 年（1829） 宮津藩 個人蔵

加佐郡 波美村 新井家文書 庄屋 2 文久２年（1864）〜明治６年（1873）幕府領 個人蔵

加佐郡 二俣村 佐古田家文書 庄屋 2 元治２年（1865）〜慶応２年（1866）宮津藩 個人蔵

加佐郡 在田村 在田区有文書 区有（村） 1 天明７年（1784）〜文化９年（1812）田辺藩 在田区蔵

与謝郡 — 宮津藩政記録 領主（宮津藩） 4 天明７年（1784）〜安政６年（1859）宮津藩 歴彩館蔵

与謝郡 算所村 西原家文書 庄屋 6 嘉永５年（1852）〜明治２年（1869）宮津藩 個人蔵 
（丹資寄託）

与謝郡 温江村 細見家文書 庄屋 1 嘉永２年（1849） 宮津藩 個人蔵

与謝郡 亀嶋村 亀島区有文書 区有（村） 5 享保 16 年（1731）〜慶応３年（1867）宮津藩 亀島区蔵 
（丹資寄託）

与謝郡 平田村 平田区有文書 区有（村） 1 寛保２年（1742） 宮津藩 平田区蔵 
（丹資寄託）

与謝郡 日置上村 山口家文書 庄屋 3 明治６年（1873） 宮津藩 個人蔵 
（丹資寄託）

与謝郡 河原町 三上家文書 町名主・組頭 31 文政 10 年（1827）〜慶応３年（1867）宮津藩 個人蔵 
（丹資寄託）

与謝郡 本町 殿村家文書 町名主・組頭 7 万延元年（1860）〜明治３年（1870）宮津藩 個人蔵

中郡 延利村 岡田平左衛門
家文書

庄屋 1 安政５年（1858）〜万延２年（1861）幕府領 歴彩館蔵

中郡 峯山町 京丹後市立峰
山図書館所蔵
文書

町年寄 7 明和３年（1766）〜明治４年（1871）峰山藩 京丹後市立 
峰山図書館蔵

中郡 丹波村 藤村家文書 庄屋・大庄屋 3 安永８年（1779）〜明治元年（1868）峰山藩 個人蔵

竹野郡 徳光村 永島家文書 庄屋・大庄屋 23 嘉永元年（1848）〜明治２年（1869）宮津藩 丹資蔵

竹野郡 中浜村 永雄家文書 庄屋 7 天保９年（1838）〜明治５年（1872）幕府領 丹資蔵

竹野郡 吉沢村 吉沢区有文書 区有（村） 1 文政５年（1822） 幕府領 吉沢区蔵

竹野郡 溝谷村 行待家文書 庄屋 3 安政５年（1858）〜明治 10 年（1877）宮津藩 歴彩館蔵

竹野郡 浜分 梅田家文書 庄屋 1 文化 10 年（1813） 宮津藩 京丹後市蔵

熊野郡 出角村 出角区有文書 区有（村） 3 天保 14 年（1843）〜慶応４年（1868）幕府領 出角区蔵 
（丹資寄託）

熊野郡 久美浜村 太刀宮文書 郡中代 36 安永７年（1778）〜明治９年（1876）幕府領 神谷太刀宮蔵

熊野郡 友重村 友重村文書 区有（村） 1 明治２年（1869） 幕府領 歴彩館蔵

【表】　丹後の御用留一覧

※所蔵欄の略称は以下の通り。舞郷＝舞鶴市立郷土資料館、丹資＝京都府立丹後郷土資料館、歴彩
館＝京都府立京都学・歴彩館。

※丹資寄託分以外の田辺藩領の御用留の所在については小室智子氏に情報を提供していただいた。
※旧大江町域（現福知山市）については大江町誌編纂委員会編『大江町史』史料編（大江町、1981 年）、
峰山藩領については京丹後市史編さん委員会編『京丹後市史資料編　峯山藩関係史料集』（京丹後
市役所、2010 年）をそれぞれ参照した。


